
昭
和
六
十
年
厚
生
省
・
建
設
省
令
第
一
号

浄
化
槽
工
事
の
技
術
上
の
基
準
並
び
に
浄
化
槽
の
設
置
等
の
届
出
及
び
設
置
計
画
に
関
す
る
省
令

浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
四
条
第
三
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
浄
化
槽
工
事
の
技
術
上
の
基
準
及
び
浄
化
槽
の
設
置
等
の
届
出
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
浄
化
槽
工
事
の
技
術
上
の
基
準
）

第
一
条
　
浄
化
槽
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
浄
化
槽
工
事
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
浄
化
槽
工
事
用
の
図
面
及
び
仕
様
書
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
。

二
　
浄
化
槽
が
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
浄
化
槽
の
構
造
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
う
こ
と
。

三
　
浄
化
槽
に
損
傷
等
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

四
　
工
事
開
始
に
当
た
つ
て
は
、
浄
化
槽
の
設
置
位
置
、
放
流
先
等
現
場
の
状
況
を
十
分
把
握
し
、
適
切
な
施
工
に
努
め
る
こ
と
。

五
　
根
切
り
工
事
、
山
留
め
工
事
等
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ
　
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
に
近
接
し
て
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
工
作
物
の
傾
斜
、
倒
壊
等
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ
　
地
下
に
埋
設
さ
れ
た
ガ
ス
管
、
ケ
ー
ブ
ル
、
水
道
管
等
を
損
壊
し
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

ハ
　
根
切
り
工
事
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
根
切
り
工
事
の
深
さ
並
び
に
地
層
及
び
地
下
水
の
状
況
に
応
じ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
山
留
め
の
設
置
等
地
盤
の
崩
壊
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ニ
　
埋
戻
し
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
浄
化
槽
内
に
異
物
が
入
ら
な
い
よ
う
に
行
う
と
と
も
に
、
十
分
な
締
固
め
を
行
う
こ
と
。

ホ
　
法
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
浄
化
槽
の
埋
戻
し
は
、
浄
化
槽
の
水
平
を
確
認
し
つ
つ
行
う
こ
と
。

六
　
基
礎
工
事
は
、
地
盤
の
状
況
に
応
じ
て
、
基
礎
の
沈
下
又
は
変
形
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

七
　
基
礎
の
状
況
等
に
関
す
る
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。

八
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
込
み
は
、
打
上
が
り
が
均
質
で
密
実
に
な
る
よ
う
に
行
い
、
か
つ
、
所
要
の
強
度
に
な
る
ま
で
適
切
に
養
生
す
る
こ
と
。

九
　
地
下
水
等
の
状
況
に
応
じ
て
、
浄
化
槽
の
浮
上
が
り
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
　
沈
殿
室
又
は
沈
殿
槽
の
ホ
ッ
パ
ー
の
表
面
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
沈
殿
作
用
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
仕
上
げ
を
行
う
こ
と
。

十
一
　
接
触
材
、
ば
つ
気
装
置
等
を
浄
化
槽
に
固
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
ば
つ
気
、
か
く
は
ん
流
、
振
動
等
に
よ
り
そ
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

十
二
　
越
流
ぜ
き
の
調
整
が
必
要
な
場
合
に
お
い
て
は
、
越
流
水
量
が
均
等
に
な
る
よ
う
に
調
整
す
る
こ
と
。

十
三
　
浄
化
槽
内
に
お
い
て
配
管
が
貫
通
す
る
部
分
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
仕
上
げ
を
行
う
こ
と
。

十
四
　
電
気
設
備
に
つ
い
て
は
、
接
地
等
が
適
切
に
行
わ
れ
、
安
全
上
及
び
機
能
上
の
支
障
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

十
五
　
ポ
ン
プ
、
送
風
機
等
の
機
器
が
正
常
に
作
動
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

十
六
　
工
事
現
場
に
お
け
る
浄
化
槽
工
事
に
使
用
す
る
材
料
及
び
機
器
の
保
管
は
、
品
質
及
び
性
能
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

十
七
　
工
事
現
場
に
お
け
る
地
盤
の
崩
壊
、
資
材
の
倒
壊
等
に
よ
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
届
出
を
要
し
な
い
浄
化
槽
の
構
造
又
は
規
模
の
軽
微
な
変
更
）

第
二
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
処
理
方
式
の
変
更
を
伴
わ
ず
、
か
つ
、
処
理
対
象
人
員
又
は
日
平
均
汚
水
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
と
す

る
。

（
浄
化
槽
の
設
置
の
届
出
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
浄
化
槽
の
設
置
の
届
出
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
浄
化
槽
以
外
の
浄
化
槽
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
届
出
書
に
は
、
構
造
図
、
仕
様
書
及
び
処
理
工
程
図
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
浄
化
槽
の
構
造
又
は
規
模
の
変
更
の
届
出
）

第
四
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
浄
化
槽
の
構
造
又
は
規
模
の
変
更
の
届
出
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
変
更
後
の
浄
化
槽
の
構
造
図
及
び
仕
様
書
並
び
に
処
理
工
程
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
変
更
後
の
処
理
工
程
図
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
設
置
計
画
に
定
め
る
事
項
）

第
五
条
　
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
浄
化
槽
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
浄
化
槽
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
放
流
先
又
は
放
流
方
法

二
　
浄
化
槽
ご
と
に
、
着
工
予
定
年
月
日

三
　
浄
化
槽
ご
と
に
、
使
用
開
始
予
定
年
月
日

四
　
市
町
村
が
建
築
物
の
汚
水
を
浄
化
槽
に
流
入
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
汚
水
管
そ
の
他
の
排
水
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
浄
化
槽
ご
と
に
、
当
該
施
設
の
概
要

（
設
置
計
画
の
協
議
の
申
出
）

第
六
条
　
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
設
置
計
画
の
協
議
の
申
出
は
、
設
置
計
画
を
記
載
し
た
書
類
（
設
置
計
画
の
変
更
の
協
議
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ

の
変
更
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
）
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
設
置
計
画
の
変
更
の
協
議
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
た
申
出
書
を
都
道
府
県
知
事
及
び
特
定
行
政
庁
に
提
出

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
浄
化
槽
ご
と
に
、
当
該
浄
化
槽
に
お
い
て
処
理
す
る
し
尿
等
を
排
出
す
る
建
築
物
の
用
途
及
び
延
べ
面
積
を
記
載
し
た
書
類
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二
　
浄
化
槽
ご
と
に
、
処
理
対
象
人
員
及
び
算
出
根
拠
を
記
載
し
た
書
類

三
　
浄
化
槽
ご
と
に
、
工
事
を
行
う
予
定
の
浄
化
槽
工
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号
を
記
載
し
た
書
類

四
　
浄
化
槽
ご
と
に
、
付
近
の
見
取
図

五
　
浄
化
槽
が
法
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
浄
化
槽
ご
と
に
、
構
造
図
、
仕
様
書
及
び
処
理
工
程
図

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
一
日
厚
生
省
・
建
設
省
令
第
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
平
成
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
一
日
厚
生
省
・
建
設
省
令
第
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
三
条
第
一
項
中
「
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
に
あ
つ
て
は
、
市
長
又
は
区
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
設
置
す
る
市
に
あ
つ
て
は
、
市
長
」
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
二
〇
日
厚
生
省
・
建
設
省
令
第
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
九
日
厚
生
省
・
建
設
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
五
日
厚
生
省
・
建
設
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
二
六
日
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
二
月
七
日
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
浄
化
槽
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
記
様
式
第
一
号
（
第
三
条
関
係
）

別記様式第一号(第三条関係) 

浄 化 槽 設 置 届 出 書 

年  月  日   

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長) 
殿 

特定行政庁 

 設置者の住所  

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)  

電話番号  

浄化槽を設置したいので、浄化槽法第 5 条第 1 項の規定により次のとおり届け出ます。 

1．設置場所の地名地番  

2．種 類 

①浄化槽法に基づく型式認定浄化槽 

(名称   認定番号   ) 

②その他 

3．処 理 の 対 象 ①し尿のみ   ②し尿及び雑排水 

4．当該浄化槽において処理す

るし尿等を排出する建築物の

用途及び延べ面積 

㎡ 

5．処理対象人員及び算定根拠      人 

6．処 理 能 力 

イ 日平均汚水量 ㎥／日 

ロ 生物化学的酸素要求量の除去率 ％ 

ハ 放流水の生物化学的酸素要求量 ㎎／l 

7．放流先又は放流方法 
①側溝 ②河川 ③湖沼 ④海域 ⑤地下浸透 

⑥その他(         ) 

8．工事を行う予定の浄化槽工

事業者の氏名又は名称及び登

録番号 

氏名又は名称      登録番号 

9．着工予定年月日 年 月 日 
10．使用開始予定

年月日 
年 月 日 

11．付近の見取図 

12．その他特記すべき事項  

行政庁記入欄 

 

(注意)  1．「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長) 

特別行政庁                            」 

については、不要のものを消すこと。 

2．2 欄、3 欄及び 7 欄は、該当する事項を○で囲むこと。 

3．11 欄は、設置位置、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示するこ

と。 

4．12 欄は、処理対象人員と使用予定人員が当面異なる場合にその使用予定人員を記入す

ること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A 列 4 番とする。 
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別
記
様
式
第
二
号
（
第
四
条
関
係
）

別記様式第二号(第四条関係) 

浄 化 槽 変 更 届 出 書 

年  月  日  

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長) 
殿 

特定行政庁 

 設置者の住所  

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)  

電話番号  

浄化槽の構造又は規模の変更をしたいので、浄化槽法第 5 条第 1 項の規定により次のとおり届

け出ます。 

1．設置場所の地名地番  

2．設置届出年月日 年   月   日 

3．変更の内容及び理由  

4．種 類 

①浄化槽法に基づく型式認定浄化槽 

(名称   認定番号   ) 

②その他 

5．処 理 の 対 象 ①し尿のみ   ②し尿及び雑排水 

6．当該浄化槽において処理す

るし尿等を排出する建築物の

用途及び延べ面積 

㎡ 

7．処理対象人員及び算定根拠      人 

8．処 理 能 力 

イ 日平均汚水量 ㎥／日 

ロ 生物化学的酸素要求量の除去率 ％ 

ハ 放流水の生物化学的酸素要求量 ㎎／l 

9．放流先又は放流方法 
①側溝 ②河川 ③湖沼 ④海域 ⑤地下浸透 

⑥その他(         ) 

10．工事を行う予定の浄化槽工

事業者の氏名又は名称及び登

録番号 

氏名又は名称      登録番号 

11．着工予定年月日 年 月 日 
12．使用開始予定

年月日 
年 月 日 

13．付近の見取図 

14．その他特記すべき事項  

行政庁記入欄 

 

(注意)  1．「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長) 

特別行政庁                            」 

については、不要のものを消すこと。 

2．4 欄、5 欄及び 9 欄は、該当する事項を○で囲むこと。 

3．13 欄は、設置位置、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示するこ

と。 

4．14 欄は、処理対象人員と使用予定人員が当面異なる場合にその使用予定人員を記入す

ること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A 列 4 番とする。 
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